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川原博満 
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第4回低炭素塾 ＠主婦会館 プラザエフ 



今日お話しすること 

１．家庭部門の温室効果ガス排出、エネルギー消費の動向 
２．環境省うちエコ診断の概要と成果から見た家庭の対策 
３．家庭部門の対策の推進のための自治体に期待すること 
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1-1. 日本におけるGHG総排出量の推移 

○2014年度の速報値では、前年（2013年度）比で、3.0％減 
○前年度比減の要因としては、電力消費量の減少や電力の排出原

単位の改善に伴う電力由来のCO2排出量が減少したことによる 
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1-2. 日本における部門別CO2排出量の推移 
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○すべての分野でCO2の排出量は減少（-１.0％から-7.3％の幅） 
○家庭部門においては、前年比でー５．９％の減少 



1-2（参考）各部門別のCO2排出量（配分後） 
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○ 産業部門（工場等）：450 万トン（1.0％）減  
  ・ 製造業（化学工業、機械製造等）における排出量が減少。 
○ 運輸部門（自動車等）：760 万トン（3.4％）減  
  ・ 旅客輸送（乗用車等）における排出量が減少。  
○ 業務その他部門（商業・サービス・事業所等）：1,380 万トン（4.9％）減  
  ・ 電力消費に伴う排出量が減少。 
○ 家庭部門：1,190 万トン（5.9％）減  
  ・ 電力消費に伴う排出量が減少。  
○ エネルギー転換部門（発電所等）：720 万トン（7.3％）減  
  ・事業用発電、石炭製品製造、石油製品製造における排出量が減少。  



1-3. 日本における部門別CO2排出量の推移 
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○日本の家庭からの排出のうち、電気、ガソリン由来で約72％ 
○用途別では、照明・家電製品等、自家用車からの排出が多い 

引用：全国地球温暖化防止活動推進センターＨＰ（http://www.jccca.org/）より 



1-4. 国際枠組のこれまでと今後 
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○2020年までは、カンクン合意の2℃未満に向けた取組みが中心 
○2020年以降の枠組が現在、パリ（COP21）で議論されている 



1-5. 2020年以降の約束草案（7/17提出） 

①基準年 

 ・2013 年度比を中心に説明を行うが、2013年度と2005年度の両方を登録する。 

②目標年度：2030 年度 

 ・実施期間：2021 年４月１日～2031 年３月31 日 

③対象範囲、対象ガス、カバー率 

 ・対象範囲：全ての分野【エネルギー（燃料の燃焼（エネルギー産業、製造業及び建設業、運  

  輸、業務、家庭、農林水産業、その他）、燃料からの漏出、二酸化炭素の輸送及び貯留）  

  、工業プロセス及び製品の利用、農業、土地利用、土地利用変化及び林業（ＬＵＬＵＣＦ） 

  並びに廃棄物】 

 ・対象ガス：ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏ、ＨＦＣｓ、ＰＦＣｓ、ＳＦ６及びＮＦ３ 

 ・カバー率：100％ 

④計画プロセス（抜粋） 
 ・温室効果ガス排出削減・吸収のための主要な対策・施策として、現時点で、参考  
    に示した取組を実施することを想定している。 
 ・本要綱に基づき、政府の原案をとりまとめ、パブリックコメントを行った上で、地球  
  温暖化対策推進本部で決定し、国連（気候変動枠組条約事務局）に提出した。 
 ・今後、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化対策計画を策  
   定する。→「気候変動の影響への適応計画」が11月27日に閣議決定された。 
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1-6. 日本における削減目標案 
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○2030年排出目標においては、家庭部門・業務部門が対策の中心 

  1990年度 2005年度 2012年度 2013年度 
2020年度 
排出目標 

2030年度 
排出目標 

2050年度
排出目標 

合計 1066.4 1220 1221 1235 800 927 213 

増減比   
1990年比

14%増 
1990年比

14%増 
1990年比

16%増 
1990年比

25%減 
2013年比 

26%減 
1990年
比80%減 

産業部門 503 457 432 429   401(▲  6.7)   

運輸部門 206 240 226 225   163(▲27.6)   

業務部門 134 239 254 279   168(▲39.8)   

家庭部門 131 180 204 201   122(▲39.3)   

エネルギー
転換部門 

92.4 104 105 101    73(▲27.7)   



1-7. 目標積み上げの基礎となった対策・施策 
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2013 年度 
（2005 年度） 
（百万t- CO２） 

2030 年度の 
排出量の目安 
（百万t- CO２） 

対策・施策（家庭部門） 

201 
（180） 122 

・新築住宅における省ｴﾈ基準適合の推進 
・既築住宅の断熱改修の推進 
・高効率給湯器の導入（CO2 冷媒HP 給湯器、 
  潜熱回収型給湯器、燃料電池、太陽熱温水器） 
・高効率照明の導入 
・ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制度等による機器の省ｴﾈ性能向上 
・HEMS・ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰを利用した家庭部門におけ 
  る徹底的なｴﾈﾙｷﾞｰ管理の実施 
・国民運動の推進（ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ・ｳｫｰﾑビズの実施徹底  
  の促進、機器の買換え促進、家庭エコ診断、 
  自治体庁舎改修） 
・低炭素ｲﾝﾌﾗﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ（省ｴﾈ基準適合義務化、 
  ZEB/ZEH） 
・浄化槽の省ｴﾈﾙｷﾞｰ化 

2013年度比で
39.3％差削減 



2-1. うちエコ診断に関する概算要求 

11 



2-2. 診断を活用したサービス提供イメージ 

○うちエコ診断士（公的資格）は、中立なエコ診断を実施することを基本とし、必要に
応じて（同意取得などのルール化のもと）、一般的な情報、商品情報を提供する 
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うちエコ診断士 



2-3. 診断の流れと効果測定の考え方 

○うちエコ診断では、診断時に「うちエコ診断士」が「うちエコ診断ソフト」に基づいて
受診家庭に応じた二酸化炭素削減対策を提案します 

○ 診断後3カ月を目途に、受診世帯に対してどのような対策を実施したかの調査を
行い、対策の実施結果をもとに事業全体としての二酸化炭素削減効果として算
定しています 
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診断前 診断時 診断後（3カ月） 

事前 
調査票 
（受診家庭
が記入） 

① 

事後 
調査票 
（受診家庭
が記入） 
② 

光熱費の使用状況に関する情報、
住まいや世帯に関する情報 

うちエコ診断士と受診世帯と
の対話を通じた診断にて、 
家庭に応じた二酸化炭素削減

対策の提案される 
診断時に提案した対策の実施状況に
関する情報 

受診世帯の対策実施による 
二酸化炭素削減効果 
（①-②） 

うちエコ診断事業 



2-4. 診断時に使用する診断ソフトの概要 

○ ①自分の立ち位置と③分野別排出割合の表示に注目が集まっています 
○ ④具体策の提案では、約１６０の対策（10分野合計）の対策から提案しています 

14 ※出典：環境省「うちエコ診断紹介パンフレット」（2015年6月） 

どれくらい削減するか目標を設定できます 

あなたのおうちが他のご家庭と比べてエネルギー
を使いすぎてないかチェックできます 

暮らしに応じた効果的な対策を提案します 

①自分の立ち位置の確認 

②目標設定 

③二酸化炭素排出量の見える化 

④具体策の提案 

どこ（10排出分野）から、どれくらいに二酸化炭素
が出ているかチェックできます 



2-5①. うちエコ診断成果（排出割合：都道府県別） 

○暖房と冷房分野からの排出割合に地域特性がよく現れている 
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○地域別の集計や逆に地町村ごとに排出割合を算出することも可能 

16 ※出典：環境省「うちエコ診断紹介パンフレット」（2015年6月） 

2-5②. うちエコ診断成果（排出割合：地域別） 



○気候区分ごとの対策提案にも地域性が現れている 
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気候区分Ⅰ 

気候区分Ⅱ 

気候区分Ⅲ 

気候区分Ⅳ 

気候区分Ⅴ 

平成26年度事業において気候区分別の受診世帯による選択数が多かった対策メニュー 

気候区分に関係なく共通に選択されている対策 

寒冷地域に特徴的な対策 

温暖地域に特徴的な対策 

赤字 買い替えに関する対策 

※一般社団法人建築環境・省エネルギー機構が示す「住宅事業建築主の判断基準」に基づき地域を区分した。 

2-5③. うちエコ診断成果（選択の多かった対策：気候区分別） 



○ ソフト対策（ライフスタイル変容）が多くを占めるなか、冷蔵庫の買
換えは実施されやすい対策と言える 
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順位 対策分野 対策メニュー 選択世帯数 
(a) 

対策実施数※ 

(b) 
対策実施率 
(b)/(a) 

1 自家用車 エコドライブに心がける 852 794 93% 

2 給湯・節水 シャワーを使う時間を1人1日1分短くする 508 429 84% 

3 給湯・節水 手元止水型節水シャワーヘッドを設置する 476 303 64% 

4 冷蔵庫 冷蔵庫を省エネ型に買い替える 446 150 34% 

5 自家用車 カーエアコンの温度と風量をこまめに調整する 443 423 95% 

6 冷暖房 暖房の設定温度を控えめにする 434 389 90% 

7 給湯・節水 節水シャワーヘッドを取り付けて利用する 415 237 57% 

8 給湯・節水 シャワーの時間を3割減らす 322 279 87% 

9 自家用車 タイヤの空気圧を適正に保つ 316 273 86% 

10 
冷暖房 暖房をする時間を1時間短くする 303 243 80% 

自家用車 1日10分間のアイドリングストップをする 303 219 72% 

2-5④. うちエコ診断成果（選択の多かった対策：全国） 



○ 日本の世帯あたりの平均CO2排出量は、約5,370kg-CO2/世帯
（平成26年度結果）であることから、約２割程度の削減となっている 
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2-5⑤. うちエコ診断成果（世帯あたりのCO2削減量） 



○ 節約金額は、対策実施した対策を一年間実施した場合の結果 
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2-5⑥. うちエコ診断成果（世帯あたりの光熱費節約額） 



3-1. 家庭部門の対策の推進にあたって 

○ 地域特性に応じて、家庭部門のエネルギー消費実態を把握し、効
果的なCO2削減対策の実施に期待 
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１．「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」
の調査結果を活用する 

２．うちエコ診断の診断実施結果を活用する。 

＜Ⅰ 各地域における家庭からの排出実態を調査する＞ 

＜Ⅱ 排出特性から優先度をつけて事業化を検討する＞ 

１．排出割合の多いものから検討する → 自動車、家電製品などの対策 
 
２．効果の現れやすいものから検討する → 給湯の節水対策 
 
３．実施しやすいものから実施する → 買換えよりも使い方の工夫の対策 



3-2①. 京都における削減対策の事例（冷蔵庫） 
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○ 以外とある２台目、３台目の冷蔵庫、これらを止められれば 



○ うちエコ診断の診断結果から、意外と冷蔵庫の数が多いことが判明 
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3-2②. 京都における削減対策の事例（冷蔵庫） 



○設備機器（空調・照明・ＯＡ機器等）の運用状況の実施調査を行い、電力
ピークカット対策やエアコン・照明等の無駄のない使い方を助言 

24 引用：http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/syouenesetudennasisutotai.html 

3-3. 京都における削減対策の事例（府施設） 



3-4. うちエコ診断の実施例 

○既に認定されている診断実施機関に対して、事業を委託されている場合が多いが、
自治体自身が実施機関として診断実施される場合もあり 
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家庭エコ診断制度運営事務局 
（家庭エコ診断制度運営委員会） 

うちエコ診断士 

うちエコ診断実施機関 

うちエコ診断士（未登録） 

うちエコ診断実施機関の認定 

うちエコ診断士として登録 

受診世帯 

①うちエコ診断の 
受診者募集広報 

②うちエコ診断の
受診申込 

③うちエコ診断の実施 

地
方
公
共
団
体
／
民
間
事
業
者 

①うちエコ診断 
 実施の委託契約 

②うちエコ診断の 
受診者募集広報 

③実施結果の報告 

※うちエコ診断士は、うちエコ診断資格
試験運営委員会（事務局）が実施する
診断士検定試験に合格した者を委員
会が認定する（公的資格） 



3-5. うちエコ診断との連携事例 
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広報・募集時の連携 
○地方公共団体が発行している「広報誌」や「市民だより」への掲載や、環境イベントへの
出展して実施。 

 
○民間事業者が主催している研修会やイベント会場での診断の紹介、実施。 

他の事業との連携 
○太陽光発電の補助金を受ける要件として、うちエコ診断を実施。 

 
○「見える化」機器の設置事業や貸出事業との連携して、うちエコ診断を実施。 

 
○耐震診断と合わせてうちエコ診断を実施。 

診断先としての連携 
○地方公共団体の職員にうちエコ診断を実施。 
 
○生協の組合員活動の一環としてうちエコ診断を実施。 
 
○民間事業者のCSR活動として従業員への診断を実施。 
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3-6. 地域地球温暖化防止活動推進センターとの連携 

地球温暖化防止活動推進員 
（全国に約6,800人） 

全国地球温暖化防止活動推進センター 
（１センター：地球温暖化防止全国ネット） 

（環境省） 

（地方自治体） 

指定 

地域地球温暖化防止活動推進センター 
（５５センター：NPO、団体法人等） 

・普及啓発活動 

・活動支援 

・活動支援 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律 

地域の一般市民、地域の活動者 
   団体、学校等 

 

○ 自治体と地域センターとの連携により、一層の地球温暖化防止対  
策の推進を期待したい 
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うちエコ診断制度全般やうちエコ診断実施機関の認定申請につい
ては、家庭エコ診断制度運営事務局までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
一般社団法人地球温暖化防止全国ネット 
(家庭エコ診断制度運営事務局) 
家庭エコ診断グループ   
 

TEL：03-6273-7785 (10時から17時、土・日・祭日を除く) 
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